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都市計画マスタープラン
第1回懇話会資料

福岡市住宅都市局
1

懇話会のスケジュール（予定） 2

令和５年度 令和６年度 令和７年度

議会

懇話会

都市計画審議会

（参考）
福岡市基本計画

●改定着手
（６月議会）

●骨子案
（秋頃）

●原案 ●改定

●第１回

●第２回

●第３回

●第４回

適宜開催

開催 第１回 第２回 第３回 第４回

議事

【事務局より】
○都市計画マスタープランの概要
○都市づくりの変遷
○福岡市の現況
○社会情勢の変化

【意見交換】
○これまでの都市づくり
○今後の都市づくりの視点・課題

【事務局より】
○市民意見の概要
○地域の特性 など

【意見交換】
○今後の都市づくりの
視点・課題

○今後のまちづくりで
大切にすべきこと

など

○改定のポイント
等に関する
意見交換

○骨子案(方向
性) に関する
意見交換

※上位計画等の検討状況を踏まえながら議論を進める

適宜報告

骨子案●
（諮問）

●改定案
（答申）

素案の検討
（市民参加プロジェクト・９次計画総括）

総合計画審議会 ●議案提出
次期基本計画開始



目次 3

１．都市計画マスタープランとは

２．都市づくりの変遷

３．福岡市の現況

４．社会情勢の変化

目次 4

１．都市計画マスタープランとは

２．都市づくりの変遷

３．福岡市の現況

４．社会情勢の変化



１．都市計画マスタープランとは 5

都市計画マスタープランの役割・位置づけ

●都市計画に係わる施策を総合的かつ体系的に展開していくための指針

●地域主体による地域の特性や課題に応じたまちづくりに向けての基礎

■都市計画マスタープランの位置づけ ■都市計画マスタープランに係る
法改正の経緯

・平成４年の都市計画法改正に伴い、市町
村毎に都市計画マスタープランを定める
こととされた。

・平成12年の地方分権一括法の施行を皮切
りに、都市計画の決定権限が市町村へ段
階的に移譲され、都市計画マスタープラ
ンに基づく制度運用が重要となっている。

１．都市計画マスタープランとは 6

■策定年次：
平成１３年５月策定、平成２６年５月改定

福岡市都市計画マスタープランの概要

■構成

全体構想

区別構想

地域別構想“都心部編”

○ 基本理念と基本方向

○ 取組みの基本的な方針

○ 将来の都市構造

○ 部門別の基本的な方針

・土地利用 ・交通体系 ・みどり ・景観

・住宅市街地 ・環境都市 ・防災 ・その他

○東区 ○博多区 ○中央区 ○南区

○城南区 ○早良区 ○西区

○ 対象エリア

○ まちづくりの方向性 など

■基本理念と基本方向



１．都市計画マスタープランとは 7

■コンパクトな都市の概念 ■将来の都市構造図

福岡市都市計画マスタープランの概要

都心部を中心に海や山に囲まれ、
空間的にまとまりのあるコンパクトな
市街地が形成されている。

○都心部や各拠点には、特性に応じて
多様な都市機能が集積。

○拠点間は放射環状型の道路や
公共交通機関でネットワークされ、
移動の円滑性が確保。

※都心部を中心にＹ字型に伸びる広域的
な都市軸に沿って都市機能が集積。

１．都市計画マスタープランとは 8

■まちづくりの主体と役割分担 ■まちづくりの進め方の例

福岡市都市計画マスタープランの概要

市民自らが主体となってまちづくりを
進めます。市民

事業者等 地域の一員としてまちづくりを進めま
す。

行政
全市的な視点でまちづくりを行うととも
に、多様な主体によるまちづくり活動を
支援します。



１．都市計画マスタープランとは -都市計画マスタープラン改定の背景- 9

豊かな自然環境と充実した都市機能を備えた
コンパクトで持続可能な都市をめざして

■現計画の基本理念と基本方向■H13マスタープランの基本理念

＜都市づくりの基本的方向＞

○ 地球環境へ配慮した循環型都市の構築

○ 博多湾および沿岸海域の環境の保全と創造

○ 山並みや市街地内の緑の保全

○ 身近な自然の保全と創造及び公園の整備

自然環境と都市的魅力が
調和した都市づくり

＜都市づくりの基本的方向＞

○ 良好な住環境の形成

○ 魅力ある景観の形成

○ 歴史と文化を生かしたまちづくり

○ だれにもやさしいまちづくり

地域の特性に応じた
個性あるまちづくり

都市活動を支えるとともに、
交流を育む活力ある都市づくり

＜都市づくりの基本的方向＞

○ 拠点地区の機能強化

○ 都市交通体系の整備

○ 空港や港湾、高度情報基盤等の整備

○ 災害に強い都市づくり

基本理念１

基本理念２

基本理念３

●都市再生特別措置法やまちづくり３法など、各種法改正への対応

●西方沖地震等に伴う防災対策や低炭素社会に向けた対応
などを踏まえて改定

前回改定における基本理念の変更
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S46〜H3 塩原地区区画整理

２．都市づくりの変遷 11

■人口・市街化区域面積
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●S36 市総合計画の策定(全国初)

●S53 福岡⼤渇⽔

■市政の主な出来事

●M22 市政施⾏

●S47 政令指定都市へ
●S50 ⼈⼝100万⼈突破

●H1 アジア太平洋博覧会

●H25 ⼈⼝150万⼈突破

●H17 ⻄⽅沖地震

市の誕生
～戦災復興

都市骨格の形成
拠点のまちづくり
広域交通NW形成

都市の成熟化

●S50 ⼭陽新幹線開通

●S56〜61 市営地下鉄開業
（空港線・⾙塚線）

●H17 地下鉄七隈線開業(橋本〜天神南)

●S58〜H1 福岡都市⾼速道路開通
（東浜〜百道、呉服町〜榎⽥、豊〜空港通）

●H11〜14 福岡都市⾼速道路の延伸
⼤宰府IC接続（H11）、⻄九州道接続（H13）、福岡IC接続（H14）

S21〜S52戦災復興区画整理
S31〜45 博多駅地区区画整理

H3〜H30 九州⼤学移転

●S51 天神地下街完成

●S61 ｼ-ｻｲﾄﾞももち埋⽴完了

H6〜R4 IC⼯事着⼯〜区画完売

●H23 九州新幹線全線開業

２．都市づくりの変遷 12

○1947年～：福岡都市計画復興土地区画整理事業を実施。

○1961年 ：西鉄福岡駅が移転高架化。

○その後、西鉄大牟田線のターミナル性を活かし、商業・業務・行政
の中心地として発展。

○1958年～：博多駅の高架移転や新幹線導入に伴う用地確保を目的に
博多駅地区土地区画整理事業を実施。

○1968年～：博多駅周辺地区において、高層建築物の設置に関する条
例を定め、事務所・ビル・ホテルなどの集積が進み、行
政機能の一部も進出。

○1975年 ：山陽新幹線岡山駅～博多駅間開業。

■天神地区

■博多駅地区

戦後復興～２大核の形成

(復興土地区画整理事業区域図)

(博多駅地区土地区画整理事業区域図)



２．都市づくりの変遷 13

○1961年～：「第1次総合計画」
産業の振興や雇用の増大等を図るため、工

業を育成し二次・三次産業間のバランスのと
れた総合都市化を図る。

○1966年～：「第2次総合計画」
商業地としての福岡・博多の歴史や用地・

用水の課題から、旧来の工業化偏重を避け、
第三次産業を重視した政策へシフト。

○1988年～：「第6次総合計画」や「第7次総合計画」
「多核的な都市構造」を目指し、拠点機能の
充実強化や計画的な交通ネットワークの整備
により、拠点間の連携を推進。

○2012年～：「第9次基本計画」
「福岡型のコンパクトな都市」の形成を目

指し、都市的魅力と豊かな自然環境が調和し、
地域の特性に応じて多様な都市機能が集積し
たまちづくりを推進。

第６次計画(S63-H8)の都市空間構想図

第３次産業へのシフト、コンパクト＋ネットワークを目指したまちづくりへ（1961～）

２．都市づくりの変遷 14

交通ネットワークの形成

○1965年頃～：山陽新幹線及び九州自動車道の開
通、福岡空港の開港により、広域拠
点性が高まる。

○1976年頃～：1979年に全ての路面電車が廃止さ
れ、高速道路や地下鉄の整備が進み、
現在の骨格となる交通基盤が整備さ
れ始める。

○1985年頃～：アジア太平洋博覧会やとびうめ国
体などのイベントに合わせ、都市高
速道路などが整備される。

○1995年頃～：地下鉄七隈線（橋本-天神南)の開
通や都市高速道路の九州自動車道・
西九州自動車道への接続により、西
南部の鉄道ネットワークや広域ネッ
トワークが充実。



２．都市づくりの変遷 15

面的な市街地整備

○1960年頃～：戦後に急増した新興住宅地におけ
る良好な市街地整備等を目的とし
て、南部の拠点などにおいて土地
区画整理事業等を実施。

○1982年頃～：急激な人口増加に伴う住宅地確保
のため、百道・姪浜など埋立造成
による住宅市街地整備が進む。

○1989年頃～：姪浜や千早、香椎など鉄道沿線の
拠点において、面的な生活空間の
確保や良好な居住環境の創出を目
的に、土地区画整理事業等を実施。

○1994年頃～：アイランドシティや九州大学伊都
キャンパス周辺など、新たな拠点
において、埋立造成や土地区画整
理事業を実施。

２．都市づくりの変遷 16

近年の取組（都市の成熟化へ）

基本方向１ 九州・アジアの交流拠点都市の形成

基本理念１ 交流を育み、都市の成長を図る都市づくり

＜取組みの基本的な方針＞

◆ 九州・アジアにおける交流拠点の形成に向けた人流機能の強化

◆ 物流を支える広域交通ネットワークの強化

◆ 活力創造拠点などへの産業・研究開発機能の集積とアクセス性の向上

基本方向２ 都市の活力を牽引する都心部の機能強化

＜取組みの基本的な方針＞

◆ 都心部の機能強化と魅力づくり

◆ 都心部の活力を支える交通環境の改善

◆ 都心部の回遊性の向上

◆ 多様な主体との共働によるまちづくりの推進

＜主な取組状況＞

① 福岡空港の機能強化〔国内線ターミナルビル再整備(R2.8開業)〕

② 地下鉄七隈線の延伸〔天神南～博多(R5.3開業)〕

③ 都市高速道路アイランドシティ線の整備〔R3.3開通〕

④ 九州大学の統合移転〔H30.9完了〕 など

＜主な取組状況＞

⑤ 天神ビッグバン、博多コネクティッドの推進

⑥ エリアマネジメント団体との共働 など

【位置図】

14 2,5
6

3



２．都市づくりの変遷 17

近年の取組（都市の成熟化へ）

基本理念２ 地域の特性を生かし、生活の質を高める都市づくり

基本方向３ 都市基盤を活用した地域の核となる拠点機能の強化

＜取組みの基本的な方針＞

◆ 主要な拠点への適切な機能集積と強化

◆ 公共交通の機能強化と維持

◆ 拠点間交通基盤の強化

＜主な取組状況＞

① 土地区画整理事業の推進〔香椎駅周辺地区(R3.1完成)など〕

② 連続立体交差事業の実施〔雑餉隈駅付近(R4.8高架切替)〕

基本方向４ 高齢者をはじめ、すべての人が快適で住みやすい日常生活圏の形成

＜取組みの基本的な方針＞

◆ 少子高齢化に対応した都市づくり

◆ 地域の特性に応じた住環境・景観づくり

◆ 地域主体のまちづくりの積極的な取組み支援

＜主な取組状況＞

③ 生活交通の確保〔オンデマンド交通社会実験等〕

④ 特別用途地区（戸建住環境形成地区）の運用 など

【位置図】

23
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3

3

２．都市づくりの変遷 18

近年の取組（都市の成熟化へ）

【位置図】基本理念３ 自然環境と共生し、安全・安心な暮らしができる都市づくり

基本方向５ 環境負荷の少ない都市空間の形成

＜取組みの基本的な方針＞

◆ 自然環境の保全及び緑地の創出

◆ 地球に優しい交通環境の整備

◆ 低炭素型のまちへの転換

基本方向６ 災害に強く安全な都市空間の形成

＜取組みの基本的な方針＞

◆ 災害に強い都市基盤づくり

◆ 安全な建物への更新

◆ 安全な避難場所・避難路の確保

◆ アセットマネジメントの推進

＜主な取組状況＞

① 公園の整備

② 公共施設への再生可能エネルギーの導入 など

＜主な取組状況＞

③ 浸水対策の推進

④ 建物の耐震化 など

①～④
市内各所
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３．福岡市の現況 20

福岡都市圏の母都市

●福岡都市圏は10市7町※で構成され、同一の生活圏・経済圏として一体的に発展

※福岡都市圏
(地方自治法252条の2の2に基づく連携協約)

■福岡広域都市計画区域
(県の「整・開・保(R3.4告示)」に基づく都市計画区域)

・福岡市及びその周辺16市町（右図の市町）
で構成される。

・広域行政の推進により、圏域の統合的かつ
一体的な整備を図るため、広域行政計画
（第６次計画,R3.6）を策定。

・福岡市及びその周辺14市町（右図より線引
き都市計画区域を持たない赤囲みの２町を
除く線引き都市計画区域。）で構成され
る。

・福岡県都市計画基本方針に則して定められ
る、福岡都市圏域の長期的な都市づくりの
方向性を一にする区域。



３．福岡市の現況 21

福岡都市圏の母都市

●福岡市は１市で、人口の約６割、域内総生産の約７割を占める、都市圏の母都市。

●2015年までは、都市圏全体で人口増が続いていたが、福岡市を除いて近年は横ばい。

３．福岡市の現況 22

コンパクトシティ

●海や山に囲まれ、都心部を中心にまとまりのあるコンパクトな市街地が形成。

●公共交通を利用して都心部へ移動できるエリアが市街化区域の約８割。

【人口総数（2020国勢調査）】

【事業所数×事業者数（2014経済センサス）】

事業所数

福岡市

糸島市

鳥栖市

北九州市

飯塚市

那珂川市 筑紫野市

福岡市
糸島市

鳥栖市

北九州市

飯塚市

那珂川市 筑紫野市

○都市構造の可視化モデル○福岡市の俯瞰写真

事業者数:高さ



３．福岡市の現況 23

■総人口

●総人口は約161.2万人(R2国勢調査)で、政令市で第５位、人口増加率は政令市第１位。

●市街化区域では、人口約157.6万人(約98%)で、世帯数は約81.8万世帯(約98%)

■世帯数

８３１,１２４ 世帯

(Ｒ２国勢調査)

・Ｈ22年から17.5%増

（Ｈ22年 ：707,358世帯）

人口・世帯数

・Ｈ22年から10.2%増
（Ｈ22年 ：1,463,743人）

男 女

１,５７６,００３ 人

■市街化区域人口

■市街化調整区域人口

３５,８７８ 人

■市街化区域の世帯数

■市街化調整区域人口

８１８，４８１世帯

１２，４１３世帯
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■男女世代別人口

●若者世代(15～29才)が多く、若者率(15～29才の人口割合）は約18%で政令市第１位。

●高齢者数は約33.9万人で、高齢化率は約21％で政令市第２位(２番目に割合が低い)。

高齢者・若者世代人口

■高齢者人口

■若者世代人口

３３８,９３０人

２７０,４８７人

(Ｒ２国勢調査)

・Ｈ２２年から
１１，２５２人 減

４％ 減

（Ｈ２２年 ２８１，７３９人）

・Ｈ２２年から
８４，８４５人 増

３３％ 増

（Ｈ２２年 ２５４，０８５人）
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社会移動の状況

●令和３年は、九州他県や都市圏外の県内市町村との社会移動は転入超過（8,709人）であった

●また、東京圏や都市圏との社会移動は転出超過（2,909人）であった

資料：福岡市人口ビジョン参考資料（R3住民基本台帳）

福岡市

九州他県
都市圏外の
県内市町村

東京圏

福岡
都市圏

転入：19,888人

転入：12,489人

転入：11,986人

転入：12,754人

転出：14,403人

転出：14,414人

転出：8,862人

転出：13,738人

転入超過
5,485人

■主な地域別社会移動の状況（R3）

転出超過
1,660人

転入超過
3,124人

転出超過
1,249人

●市内総生産は約7.8兆円で政令市第４位、市民所得は約5.2兆円で政令市第６位。(R元年)

●福岡市内の事業所は約7.3万社、従業者は約95万人で、第３次産業が約９割を占める。
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■市内総生産（名目） ■市民所得

■産業別事業所数・従業者数

(令和３年経済センサス‐活動調査)

従業者数：952,085人
事業所数：73,223社

７兆７,９１１ 億円（R元年）※政令指定都市中4位 ５兆２,３９５億円（R元年）※政令指定都市中6位

・H23年から約7,700億円(11.0%)増 ・H23年から約4,360億円(9.1%)増
(令和元年福岡市民経済計算) (令和元年福岡市民経済計算)

経済の状況
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■市域面積 ：34,347ha ■用途地域

■区域区分

都市計画区域 ：34,082ha

市街化区域 ：16,372ha

市街化調整区域：17,710ha

住居系
72.8％

商業系
11.1％

工業系
16.1％

●市域面積の約48％が市街化区域であり、用途地域のうち約73％が住居系。

●都心部や拠点などから周辺部にかけて「商業系から住居系地域へ」

「高密度から低密度へ」段階的に市街地を誘導

●臨海部や空港周辺では工業系の用途地域を指定。

市街化区域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

１ 土地利用

アイランドシティ地区

(H27,29,R3)

元岡西地区

(H30)

北原・田尻地区

(H30)

飯氏地区

(H30)

橋本駅前地区

(R2)

■近年の市街化区域編入地区
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１ 土地利用

●S45に区域区分を決定して以降、新たな市街化区域編入は必要最小限に抑え、コンパクト
な市街地形成を図っている

●近年では、橋本駅周辺や九大伊都キャンパス周辺など、駅周辺や幹線道路沿道などにお
いて、土地区画整理などの計画的なまちづくりが行われる地区を編入している

●市街化区域面積と増加率
(ha)

●市街化区域の人口密度の推移



■土地利用状況
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●住宅、公共施設は市域全体に広がっている

●都心部や拠点には商業用地、空港や博多港の周辺には工業用地が集中している

●調整区域は樹林地や農地などが主であり、一部集落が点在している

１ 土地利用

用途地域指定状況 【凡例】

⽥・畑

⼭林・公園等

住宅⽤地

商業⽤地
⼯業⽤地

公共施設⽤地

交通施設⽤地

市街化区域

0 0 0 7.5 26.3 26.3 31.2 31.2282.2
530.8

804.8893.7
1130.4

1240.4
1275.9

1336.6

0

4.3

37.2
41.9

62.1
69.8 99.3

104.2

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

S62 H4 H9 H14 H19 H24 H29 R4

○地区計画⾯積の推移
緩和型
⼀般型
住⺠発意型

21 27

70
80

98
116

126
135

0

50

100

150

S62 H4 H9 H14 H19 H24 H29 R4

〇地区計画数の推移
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●まちづくりプロジェクト等に伴う市街化区域編入や用途地域変更などとあわせて、地区
計画を定めており、策定件数、面積ともに、増加し続けている
●住民発意型の地区計画（住環境保全等）は活用事例が少なく、特定まちづくりルールは
都心や拠点などで活用されている

那珂六丁目地区

地区計画

■地区計画（直近５年）及び特定まちづくりルールの決定状況

博多駅前三丁目地区

地区計画

ｖｚ
天神明治通り街づくり協議会

特定まちづくりルール

香陵校区まちづくり協議会

特定まちづくりルール

西中洲地区街づくり協議会

特定まちづくりルール

箱崎まちづくり委員会

特定まちづくりルール

草ヶ江校区まちづくり協議会

特定まちづくりルール

天神明治通り地区

地区計画

ｚ

竹丘三丁目地区

地区計画

橋本駅周辺地区

地区計画

北原・田尻地区

地区計画

ｖｚ
天神一丁目地区

地区計画

那珂六丁目地区

地区計画

博多駅前三丁目地区

地区計画

香椎照葉六，七丁目東地区

地区計画

計1336.5ha

計1406.4ha

計1472.0ha

計1218.8ha

計943.1ha

計842.0ha

計535.1ha

計282.2ha

１ 土地利用
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２ 交通体系

●鉄道やバスによる公共交通ネットワークが形成。

●公共交通が便利だと感じる市民の割合は８割を超えており、１日の鉄道・バス乗車人員は
令和元年時点で約130万人を超えていたが、近年は新型コロナウイルスの影響により減少

■公共交通ネットワーク
●鉄道ネットワーク

地下鉄空港線

地下鉄箱崎線

地下鉄七隈線

JR筑肥線

⻄鉄⾙塚線

⻄鉄天神⼤牟⽥線

JR篠栗線

JR⼭陽新幹線

Ｊ
Ｒ
九
州
新
幹
線

Ｊ
Ｒ
博
多
南
線

●バスネットワーク
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２ 交通体系

●外出率は減少傾向にあるものの、人の動きの総量は、人口増等を背景に増加傾向

●平成29年度の調査では、鉄道やバスの割合が増加し、自動車利用割合が減少

■人の動き

資料：北部九州圏パーソントリップ調査

76 
(11.6%)

57 
(8.5%)

65
(9.1%)

543 
(82.4%)

541
(81.3%)

528
(74.4%)

39 
(6.0%)

68 
(10.2%)

117
(16.5%)

659

666

710

0 100 200 300 400 500 600 700 800

H5

H17

H29

14歳以下 15〜64歳 65歳以上

（単位︓万トリップエンド/⽇）

資料：北部九州圏パーソントリップ調査

13.4%

14.1%

16.8%

8.0%

8.3%

8.5%

39.3%

43.3%

39.4%

15.1%

15.6%

14.4%

24.1%

18.6%

20.9%

659 

666 

710 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H5

H17

H29

鉄道 バス ⾃動⾞ ⼆輪⾞ 徒歩

（単位︓万トリップエンド/⽇）

※４車線道路は一部都市計画道路以外も含む

■道路ネットワーク

■交通手段別の動きの変化
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３ みどり

●H21に「福岡市 新・緑の基本計画」を策定し、緑の将来像図などを定めている。

●脊振山系などの山並み（緑の緑地環）、山並みから市街地にのびる緑地帯（緑の腕）、
博多湾、河川（緑の水脈）などが、福岡市の緑の骨格や緑の回廊を形成している。

■新・緑の基本計画
●緑の将来像図

24

36

31

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02
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３ みどり

●全市域における緑の面積については、農地などの「保全系の緑」が減少したが、公園
などの「創出系の緑」が増加したことで、全体で５６ha増加している

●３人に１人程度の市民が、緑が豊かであると感じている

■緑被分布図

（％）

■全市域における緑の面積

■身近な地域において緑が豊かであると
感じている市民の割合

資料：R4都市計画基礎調査 資料：福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査

【凡例】



■景観計画による景観誘導
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４ 景観（景観計画の策定）

●H24に景観法に基づく「福岡市景観計画」を策定し、市全域に関する景観形成方針(階層１)
を定めている。

●土地利用特性に応じたゾーンごとの景観形成方針(階層２)、さらに、地区の個性や特性に応
じた景観形成を目指す都市景観形成地区の方針(階層３)を定め、景観誘導を行っている。
（景観形成地区は市全域で８地区、466.6 haで指定）

都心ゾーン 一般市街地ゾーン

海浜ゾーン 港湾ゾーン

はかた駅前通り アイランドシティ

百道浜 博多港
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４ 景観（景観計画の見直し）

●歴史資源等を活かした景観形成を推進するため、H28年3月に景観計画に新たに「歴史・

伝統ゾーン」を位置づけ、景観形成基準などを定めた

●博多駅と博多旧市街をつなぎ、博多部の歴史・伝統・文化などを醸し出すまちなみの形成

を図るため、承天寺通り地区において都市景観形成地区を指定(R2.3)

住吉神社 筥崎宮

承天寺 御供所地区

歴史・伝統ゾーン
・都市景観形成地区

住吉神社地区

舞鶴公園・大濠公園地区 御供所地区

姪浜地区（旧唐津街道）

筥崎宮地区

■景観計画見直しと都市景観形成地区の拡大

・御供所地区
・承天寺通り地区
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５ 住宅市街地

■住宅戸数・世帯数・空き家率の推移

●近年、総住宅数は増加している中で、空き家数、空き家率ともに減少している
（空き家率は平成30年時点で10.6％であり、政令指定都市中５番目に低い。全国平均13.6％）

●一方で、居住目的のない空き家の数は増加している

■空き家の内訳の推移

57,900 

95,900 
82,000 

68,000 

3,500 

3,000 
2,000 

1,400 15,300 

17,900 
20,500 

24,800 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H15 H20 H25 H30

賃貸⽤⼜は売却⽤の住宅 ⼆次的住宅 居住⽬的のない空き家

⼾

総数 76,700⼾

総数 116,800⼾
総数 104,500⼾

総数 94,200⼾

202 
292 

366 430 
487 560 620 

703 797 854 
894 

210 
285 

341 387 426 500 553 623 674 747 795 

7 16 33 46 56 56 62 77 
117 104 94 

3.7%
5.3%

9.0%
10.6%

11.6%
10.0% 10.0%

10.9%

14.7%
12.2%

10.5%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0

200

400

600

800

1,000

S43 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30
住宅総数 世帯数 空家数 空家率

千⼾

［空き家の種類]
賃貸⽤⼜は売却⽤の住宅︓
新築・中古問わず、賃貸⼜は売却のために空き家になっている住宅

⼆次的住宅︓
別荘及びその他（たまに寝泊りする⼈がいる）

居住⽬的のない空き家︓
上記のほかに⼈が住んでいない住宅で、例えば転勤・⼊院などのため居住世帯が

⻑期にわたって不在の住宅や建替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

資料：住宅・土地統計調査
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５ 住宅市街地

■住宅の建て方別一般世帯数

●市内一般世帯のうち７８％、６４万世帯が共同住宅に居住している

●共同住宅の持ち家率は２１％であり、借家などが主である

一戸建 20.8％

（171,220 世帯）

長屋 0.7％

（5,401 世帯）

1・2階建 11.2％

（92,291 世帯）

3～5階建 22.0％

（180,554 世帯）

6階建以上 45.3％

（372,293 世帯）

その他 0.1％

（623 世帯）

共同住宅
78.4％

（645,138世帯）

総数822,382世帯

持ち家 21.6％

（139,566 世帯）

公営住宅等 9.6％

（61,853 世帯）

民営借家 63.3％（408,288 世帯）

給与住宅 4.5％

（29,340 世帯）

間借り 0.9％

（6,091 世帯）

■共同住宅の所有関係別一般世帯数

資料：Ｒ２国勢調査



53.6%

32.9%

21.3%

2.6%

2.0%

1.4%

43.6%

64.8%

77.2%

0.3%

0.3%

0.1%

全国

⼤都市
平均

福岡市

⼀⼾建 ⻑屋建 共同住宅 その他
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５ 住宅市街地

■住宅種別構成比の推移

●住宅数は、平成15年から平成30年にかけて一戸建の約1.3万戸増加し、共同住宅は
約15.6万戸増加している

●全住宅に対する共同住宅の占める割合は、大都市平均や全国よりも高い

21.3%
168,500 

21.4%
159,700 

23.2%
155,600 

25.0%
154,900 

1.4%,11,400 

0.8%,6,100 

1.1%,7,200 

1.2%7,500 

77.2%
611,600 

77.6%
577,700 

75.5%
507,100 

73.5%
455,600 

0.1%,700 

0.2%,1,300 

0.2%,1,600 

0.3%,1,900 

0 200,000 400,000 600,000 800,000

H30

H25

H20

H15

⼀⼾建 ⻑屋建 共同住宅 その他

総数
744,700

総数
671,500

総数
619,900

総数
792,300

■住宅種別構成比（H30）の割合

資料：住宅・土地統計調査

（政令市・特別区部）
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６ 環境都市

●第３次産業が９割を占める産業構造であり、二酸化炭素排出量の割合が、家庭・
業務・自動車部門からで約８４％を占めることが特徴

●家庭・業務部門からの排出量のエネルギー種別は、電気由来が約７６％、ガス由来が
約１８％、その他燃料由来が約６％である

●自動車部門からの排出量の車種別は、貨物車が約５４％、乗用車が約４６％である
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■温室効果ガス排出量の推移

※ 四捨五⼊の関係のため、排出量の内訳と総量が⼀致しない場合がある。
※ ⼆酸化炭素その他部⾨︓産業部⾨（農林⽔産業、建設鉱業、製造業）、運輸部⾨（鉄道，船舶）、エネルギー転換部⾨（熱供給事業）、廃棄物部⾨

CO2
559万トン

■家庭部⾨ ■業務部⾨ ■⾃動⾞部⾨ ■CO2その他部⾨ ■CO2以外のガス

635
万トン

（万トン）
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６ 環境都市

●福岡市域の再生可能エネルギー設備容量は24.8万kWであり、太陽光発電が約７割、
バイオマス発電（清掃工場における廃棄物発電が大部分を占める）が約３割を占める

●バイオマス発電の導入量は横ばいであり、太陽光発電の導入量は伸びている
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（令和3年度）

太陽光 バイオマス ⼩⽔⼒・⼩型⾵⼒

（万kW)

■再生可能エネルギー設備容量
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７ 防災都市

●土砂災害防止法の改正を経て、都道府県に対し調査の徹底、結果の公表等が義務付けられ、
本市域では平成25年、平成26年に土砂災害警戒区域が指定された

●市街化調整区域や市街化区域縁辺部が大半であり、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）、
2177.2ha、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）411.0haが指定されている

市街化区域 市街化調整区域

（ha） （ha） （ha） 市域面積割合

土石流特別警戒区域≪再掲≫ 22.5 163.7 186.2 0.54%

土石流警戒区域 378.1 1,148.5 1,526.5 4.45%

地すべり警戒区域 0.0 17.5 17.5 0.05%

急傾斜地特別警戒区域≪再掲≫ 56.8 167.9 224.8 0.66%

急傾斜地警戒区域 232.1 401.1 633.2 1.85%

合計（警戒区域） 610.2 1,567.0 2,177.2 6.35%

28% 72% 100%

全域

■土砂災害ハザードエリアの指定状況
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７ 防災都市

●警固断層帯南東部を震源とする地震の発生確率は、30年以内に0.3％～６％

●地震規模はM7.2程度で、市内中心部等が震度６強以上、市街地の広範囲が震度６弱

（地震調査研究推進本部地震調査委員会による警固断層帯の長期評価 平成19年公表）

■警固断層帯南東部

出典：全市揺れやすさマップ
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高齢化が進行してきており、今後は高齢化の加速とともに少子化の進行が想定される

【全 国】・人口減少と高齢化が同時に進行
・2030年代に入ると年少人口が現在の倍速で急減すると予測

【福岡市】・2020年国勢調査に基づき、国立社会保障・人口問題研究所が行った「日本の将来

推計人口(令和５年推計)」を踏まえた将来人口については、推計中。

４．社会情勢の変化 45

○超高齢社会の進展

資料：国勢調査

（人口推移）
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○広域交通拠点整備の進展

福岡空港では滑走路の増設やターミナルの拡張、博多駅では乗継利便性の向上や交
通結節機能の強化を行うなど、アジアのゲートウェイとして、広域交通の機能強化を
進めている

○ 福岡空港の機能強化

・国内線ターミナルビルの再整備〔R2.8開業〕
平行誘導路の二重化に合わせ、国内線ターミナルビル
(バスラウンジ・展望デッキなど）の再整備を実施

・滑走路増設〔～R6年度〕
将来の航空需要に適切に対応するため、国際線スポット
の増設とあわせて、滑走路の増設工事を進めている

○ 博多駅筑紫口の駅前広場再整備〔R4.8完成〕

・乗継利便性の向上や交通結節機能の強化、
回遊性の向上等のため、シェルターやタクシー専用の
乗降場の整備、歩道の拡幅などの再整備を実施

○ クルーズ船受入機能強化
〔中央ふ頭西側岸壁整備(H30.9供用)〕

・大型クルーズ船の２隻同時着岸や世界最大級のクルーズ
船を受け入れるため中央ふ頭の岸壁延伸工事を実施

(福岡空港の機能強化)

(博多駅筑紫口の再整備)

(クルーズ船受入機能強化)
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○都心部等のまちづくりの進展

○ 天神ビッグバン(2015.2～) ○オープンスペースや緑地の創出等

航空法高さ制限により、多くの更新期を迎えたビルは建替えが進まず、建物の耐震化等の面
で課題があったが、航空法高さ制限の特例承認や市独自の規制緩和により、耐震性の高い先進
的なビルへの建替えが進んでいる

建替えにあたっては、地区計画等を活用し、オープンスペースや緑地の創出など、快適でゆ
とりある都市空間や質の高い魅力ある市街地環境の形成を推進している

(水上公園)(福岡大名ガーデンシティ)

(天神ビジネスセンター)

(博多イーストテラス)

○ 博多コネクティッド(2019.1～)

４．社会情勢の変化 48

○脱炭素社会の実現

市民・行政など様々な主体の連携・協力、脱炭素社会実現に向けた行動が求められている

2030年度目標 目標① 市域の温室効果ガス排出量：50％削減 (2013年度比）

目標② 市外への温室効果ガス削減貢献量、吸収量：100万t-CO2

チャレンジ目標 2040年度 温室効果ガス排出量 実質ゼロ

排出量

（万ｔ-ＣＯ2）

削減貢献量、
吸収量

■家庭部⾨■業務部⾨■⾃動⾞部⾨■その他（廃棄物、産業、運輸（⾃動⾞除く）、フロン類、メタン等）

①削減量について
これから減らす量

▲184万ｔ-ＣＯ2

②削減貢献量、吸収量について
●森林などにより炭素吸収
●再⽣可能エネルギーの市外への売電
●環境にやさしい製品やサービスを選ぶ

エシカル消費
●メタン発⽣抑制効果がある廃棄物

埋⽴技術「福岡⽅式」の海外普及
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【全国】（国の動き）

・政府の方針：ネットゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ経済の統合的な実現

・2050年までの脱炭素社会の実現、2030年度温室効果ガス排出量46％削減（2013年度比）

【福岡市】
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○自然と共生する社会の実現

生態系から生み出される自然の恵みを将来にわたって享受していくため生物多様性の保全が
求められる

【全国】（国の動き）

・政府の方針：ネットゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ経済の統合的な実現

・2050年ビジョン：自然と共生する社会

・2030年に向けた目標：30by30の達成等により、ネイチャーポジティブ（自然再興）を実現

【福岡市】

・生物多様性の価値の認識やネイチャーポジティブ経済を広く社会に浸透させ行動につなげ
ていくための取組を推進

（出典：環境省資料）

４．社会情勢の変化 50

○3R＋Renewable をはじめとするサーキュラーエコノミー（循環経済）への移行

一方通行型の経済社会活動から、持続可能な形の「循環経済」への移行が求められている

【全国】（国の動き）

・政府の方針：ネットゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ経済の統合的な実現

・循環経済ビジネスのさらなる拡大（2030年市場規模80兆円以上）

【福岡市】

・古紙、プラスチック、食品廃棄物を重点３品目と位置づけ、重点的に減量施策を実施

・民間事業者との連携によるリサイクルの推進

・ごみ焼却熱の有効利用による発電
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大規模自然災害から市民の生命・財産を守り、持続的な成長を実現するため、自然災害に対
する脆弱性を見つめ直し、本市の強靭化を図ることが必要

【全国】

・特に豪雨災害が激甚化・頻発化し、各地で甚大な被害が増加

・東日本大震災の教訓を踏まえ、災害想定の見直しや、「減災」の考え方の浸透

・災害ハザードエリアにおける開発抑制

【福岡市】

・防災思想・防災知識の普及の啓発や避難対策の充実など、ソフトとハードを組み合わせた
取組の強化

・市街化調整区域内のハザードエリアにおける開発許可の厳格化

・盛土規制法に基づく、宅地以外の土地も対象とした盛土の規制に係る条例改正等を検討中

○自然災害の激甚化・頻発化

出典：気候変動監視レポート2022（気象庁）
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出典：令和５年度第１回盛土に関する専門委員会資料
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○ライフスタイルの変化、価値観の多様化など

「住む」「働く」「余暇を過ごす」といった都市に対するニーズも変化・多様化している

ライフスタイルの変化
（働き方や暮らし方）

インクルージョン

（包摂、包括）

都市アセット

（オープンスペースなど）

ダイバーシティ

(多様性)

ＳＤＧｓ

Well-being

日常生活を営む

身近なエリア
デジタル化の進展
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令和５年度 令和６年度 令和７年度

議会

懇話会

都市計画審議会

（参考）
福岡市基本計画

●改定着手
（６月議会）

●骨子案
（秋頃）

●原案 ●改定

●第２回

●第３回

●第４回

適宜開催

開催 第１回 第２回 第３回 第４回

議事

【事務局より】
○都市計画マスタープランの概要
○都市づくりの変遷
○福岡市の現況
○社会情勢の変化

【意見交換】
○これまでの都市づくり
○今後の都市づくりの視点・課題

【事務局より】
○市民意見の概要
○地域の特性 など

【意見交換】
○今後の都市づくりの
視点・課題

○今後のまちづくりで
大切にすべきこと

など

○改定のポイント
等に関する
意見交換

○骨子案(方向
性) に関する
意見交換

※上位計画等の検討状況を踏まえながら議論を進める

適宜報告

骨子案●
（諮問）

●改定案
（答申）

●第２回

●第１回

素案の検討
（市民参加プロジェクト・９次計画総括）

総合計画審議会 ●議案提出
次期基本計画開始
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